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Ⅰ は じ め に

本稿は, 日本の労働法における紛争解決システ

ムにつき比較法的検討と今後に向けての議論の素

材を提供しようとするものである｡ 以下では, ま

ず, 日本における個別・集団的労働紛争の解決を

めぐる状況につき, 最近の傾向に焦点を当てて紹

介したうえ (Ⅱ), 主要な労働紛争解決システム

の内容や運用実態につき説明する (Ⅲ)｡ ここで

は, 近年導入された個別労働紛争解決促進制度,

および, 近く運用が開始される労働審判制度につ

きやや詳細に述べることとする｡ 最後に, 日本の

システムの評価と将来の展望について一言して,

本稿の結びとする (Ⅳ)｡

Ⅱ 労働紛争をめぐる状況

Ａ 紛争の件数

1 件数の推移

最近の日本では, 個別紛争の増加が著しい｡ ま

ず, 労働関係の民事訴訟事件をみると, 地方裁判

所における新規受理件数は, 平成 3年当時は, 通

常訴訟と仮処分をあわせて 1054 件 (通常訴訟が

662 件, 仮処分が 392 件) であったが, その後件数

はほぼ一貫して増加し, 平成 16 年には 3168 件

(通常訴訟が 2519 件, 仮処分は 649 件) となってい

る (図 1)｡ これらの件数には集団紛争事件も含ま

れてはいるが, 組合組織率の低下や集団紛争の低

下にかんがみると, 大部分が個別紛争とみられる｡

また, 紛争には至らないものも含めた行政機関

における相談件数はきわめて多数に及んでいる｡

後述する個別労働紛争解決促進法のもとで, 都道

府県労働局の総合労働相談コーナーに寄せられた

相談件数は, 平成 16 年度で 82 万 3864 件に達し

ている｡ これらの相談のうち, 労基法違反等にか

かわらない民事上の個別紛争は16万 166件であっ

た (図 2)｡

他方, 集団紛争は減少している｡ たとえば, 労

働委員会への不当労働行為救済申立ては, 昭和

50 年には 929 件あったが, 平成 16 年では年間

311 件にとどまっている｡ また, 労働委員会への

あっせんなどの争議調整申立ても, オイルショッ

ク後の昭和 49 年には 2249 件にのぼったが, 平成

16 年では 511 件である (図 3)｡

2 紛争内容の内訳

個別紛争の内容をみると, 訴訟事件のうち, 通

常訴訟では, 解雇事件を中心とした労働契約関係

の存在確認請求に関する事件や, 賃金請求にかか

わる事件が多い｡ 地方裁判所における平成 16 年

の通常訴訟新受事件 2519 件のうち, 1427 件が賃

金請求に係わるものであり, 労働契約関係の存在

確認請求事件は 573 件である｡ また, 個別労働紛

争解決促進法のもとでの民事紛争に係わる相談の
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内容については, 解雇にかかわるものが最も多い

が (平成 16 年では 27.1％), 労働条件の引下げに

かかわる相談も少なくない (16.0％｡ 以上について

は図 4)｡

集団紛争については, 包括的な統計はないが,

平成 16 年における労働委員会への不当労働行為

救済申立 311 件のうち, 最も比率の高いのは団交

拒否事件 (212 件) であり, 支配介入と不利益取

扱いはそれぞれ 162 件, 146 件である (1 つの申

立てで複数の不当労働行為が主張されることも多い

ので, 合計は 311 件を上回る)｡ 不当労働行為の類

型による差はさほど大きくないようである｡ 事件

内容としては, 複数組合併存下の事件 (初審申立

て件数の 24％) や, いわゆる駆け込み訴えの事件

(同じく 20.9％) が目立っている1)｡

Ｂ 変化の背景2)

最近の個別紛争の増加は, バブル経済崩壊後の

不況の長期化・深刻化とほぼ軌を一にしており,

そうした不況への対応として, 企業が人員削減,
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出所：最高裁判所事務総局「労働関係民事・行政事件の概要」法曹時報�

図1　地方裁判所における労働民事事件新受件数（平成３年～16年）�
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労働条件や人事制度の変更, または組織再編など

を行ったことが要因となっていると思われる｡ 景

気の回復により, こうした動きも緩和する可能性

はあるが, 他方で, 国内外の市場競争の激化や,

コーポレートガバナンスの変貌に伴う企業の株主

利益志向の強化などに伴い, 企業による労働条件

等の変更や組織再編, あるいは人員削減の動きは

続いていくとみられるので, それによる労働者と

の利害対立はなお発生し続けることが予想される｡

他方で労働者側をみると, 労働市場における労

働者像の多様化が進んでおり, 女性・高齢者・外

国人などさまざまなタイプの労働者が就労するに

至っているうえ, 雇用形態としても, いわゆる非

典型雇用が増大している｡ こうした状況のもとで

は, 従来のような日本人男性の正社員中心の労働

市場に比べて, 労働者の利害も多様化してゆくの

で, 企業の人事管理においても一律の処理が難し

くなり, 労働者との利害対立が増加するのではな

いかと思われる｡

以上は労使間の利害対立の増加にかかわる要因

であり, それにより労働者の不満をもたらしうる

ものであるが, 利害対立があり, 労働者がそれを
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認識して不満を抱いたとしても, ただちに苦情や

紛争に至るとは限らない｡ 労働者が不満を外部に

表出せずに ｢がまん｣ したり, あるいは, 苦情や

紛争に至る前に利害対立を解消するなどして, 紛

争を予防したりすることがありうるからである｡

これらのうち前者に関しては, 従来のわが国で

は, いわゆる日本型雇用システムにおける終身雇

用と年功処遇が, 紛争の予防ないし抑制機能を果

たしてきたといいうる｡ すなわち, 不満を抱いた

労働者が使用者にそれを苦情として表出すると,

職場に居づらくなるなどして転職する可能性が高

まるが (そのような状況の評価は別問題である),

日本型の雇用システムのもとでは, 退職・転職し

て長期雇用と年功処遇の利益を失うよりも, 現実

的には, ｢がまん｣ をしたほうが合理的な選択と

もいいうるからである｡

しかし, 長期雇用や年功処遇のシステムが変化

してくると, そのような ｢がまんの効用｣ も意味

が小さくなり, 労働者側における転職意識の変化

ないし労働市場の流動化と相まって, 不満が苦情

ないし紛争に発展する可能性が高まると考えられ

る｡ また, これまでの職場では, 不満を抱いた労

働者は主に上司を相談相手としてきたが, 今後は,

成果主義の強化の中で, 第 1次的評価者である上

司本人が紛争の相手方当事者となったり, 上司が

プレーイング・マネージャーとしての役割を強め

て相談に応ずる時間的余裕が減少したりすること

が予想される｡

以上のような背景のもとで, 新たな労働紛争解

決システムの必要性が指摘されるにいたり, 平成

13 年には, 個別労働紛争解決促進法により, 新

たな行政上の個別紛争解決システムが創設された｡

また, この問題は, 司法制度改革の中でも取り上

げられた｡ そこでは, 裁判員制度の導入などの争

点とともに, 個別労働紛争に関する新たな解決シ

ステムが議論の対象となり, 検討の結果, 平成

16 年には, 労働審判法が成立するに至った｡

Ⅲ 労働紛争解決システムの内容

Ａ 各システムの概要

1 公的紛争解決システム

ａ 裁判所 欧州諸国とは異なり, 日本には,

通常裁判所とは別の労働裁判所は存在しない3)｡

従来は, 労働事件についても, 通常事件と同じ手

続を利用する他はなかったが, 上記のような背景

のもとで, 労働審判制度が創設されている4)(図 5

参照)｡

労働審判制度は, 地方裁判所において, 裁判官

である労働審判官と, 労働関係につき専門的知識

経験をもつ 2 名の労働審判員 (労使それぞれの出

身であることが想定されている) が労働審判委員会

を構成し, 個別労働関係事件について, 3 回以内

の期日で審理を行い, 調停により事件を解決でき

ない場合には, 合議により解決案 (労働審判) を

定める制度である (労働審判法 1条)｡

労働審判委員会は, こうした迅速な審理により,

当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえつつ,

多数決により, 事案の実情に即した内容の審判を

定める (20 条 1 項)｡ 当事者が審判に異議を申し

立てなければ審判は確定するが, 異議の申し立て

があると審判は失効する (21 条)｡ しかし, 異議

の申立てがあった場合, 事件は当然に通常訴訟に

移行する (22 条)｡

このように, 労働審判制度は, 職業裁判官と労

使の専門家が, 迅速な審理に基づき, 調停や柔軟

な解決が可能な労働審判によって個別紛争を解決

しようとする司法的システムであり, しかも, 通

常訴訟との連携のしくみも用意されている｡

ｂ 個別労働紛争解決手続 最近に至るまで,

日本の労働法制は, 個別紛争につき特別の解決シ

ステムを用意してこなかった｡ 労働委員会の管轄

権限は, 不当労働行為事件など集団紛争に限られ

ていた｡ 労働基準法は労働基準監督制度により実

効性を図られているが, 労働基準監督官は, 紛争

解決をあっせんする権限等はもっていない｡ しか

し, 平成 13 年には, 個別労働紛争解決促進法が

制定され, (1)都道府県労働局における総合労働

相談制度, (2)都道府県労働局長による助言指導,
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および(3)紛争調整委員会によるあっせんという

三つの要素からなる個別労働紛争解決促進制度が

創設された5)(図 6 参照)｡

まず, 都道府県労働局長は, 個別労働紛争の未

然防止と自主的な解決の促進のため, 労働者や事

業主等に対して情報の提供, 相談その他の援助を

行う (地方公共団体によっては従来から労働相談を

実施していた)｡ これを行う場所は総合労働相談コー

ナーと呼ばれる｡ 同コーナーは, いわゆるワンス

トップサービスとしての機能を果たし, 労働関係

についての相談等を広く受付けているが, 労基法・

職安法・均等法などの法令違反とみられる事案は

所轄の行政機関の処理に委ねることとしている｡

次に, 都道府県労働局長は, 個別労働関係紛争

に関し, 当事者の一方または双方から解決のため

の援助を求められた場合, 当該紛争の当事者に対

して, 法令や判例等に照らして必要な助言または

指導をすることができる (個別労働紛争解決促進

法 4 条)｡ たとえば, 解雇された労働者から申請

があった場合, 都道府県労働局長は, 当該解雇が

解雇権濫用に当たるおそれが強いと判断されると

きには, 解雇を撤回したり再考したりするように

事業主に助言・指導を行うことが考えられる｡

さらに, 都道府県労働局長は, 当事者の双方ま

たは一方から申請があった場合, 必要があると認

めるときには, 紛争調整委員会によるあっせんを

行わせる (5 条)｡ あっせんは, 紛争調整委員会が

指名するあっせん委員が当事者の間に立って, 話
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し合いを促進することを目的とする, 非公開の調

整手続である (雇用機会均等法上の一定の紛争につ

いては調停を行う)｡ 紛争調整委員会は各都道府県

労働局に置かれ, 学識経験者から任命される委員

により組織されている (7 条)｡ あっせんは当事者

の合意に基づく紛争解決手続であり, 後記のよう

に, 相手方が手続に参加する意思を有しない場合

などには手続は打ち切られる (15 条)｡

ｃ 労働委員会 労働組合法は, 労働委員会

を設置し, 不当労働行為事件における準司法的手

続を担わせている｡ 不当労働行為があったとして

労働組合や労働者から申立てがなされると, 労働

委員会は, 調査や審問等の審査手続により, 不当

労働行為の成否を判定する (労働組合法 27条以下)｡

これにより不当労働行為の成立が認められた場合

には, 労働委員会は救済命令を発し, 認められな

かった場合には棄却命令を発する｡ 初審は通常の

場合都道府県労働委員会が管轄し, 中央労働委員

会が再審査を行うが, 各委員会の命令については

司法審査が可能である｡

次に, 労働関係調整法は, 労働争議についての

当事者間の自主的な解決を援助するため, 労働委

員会による, あっせん・調停・仲裁などの争議調

整制度を設けている (同法 10 条以下)｡ あっせん

は, 紛争当事者の申請等に基づいて, あっせん委

員が当事者双方の主張の要点を確かめ, 事件を合

意により解決するように努める手続である｡ また,

調停は, 公労使三者委員で構成される調停委員会

が, 当事者の意見を聴いて調停案を作成し, 受諾

を勧告する手続である｡ 仲裁は, 手続の開始は当

事者双方の申請によるが, 公益委員等からなる仲

裁委員会が仲裁裁定を下すと, 当事者はそれに拘

No. 548/Special Issue 200664

労働問題に関する相談，情報の提供の�
ワンストップ・サービス�

紛争解決援助の対象とすべき事案�

都道府県労働局�

紛争調整委員会�

労働基準監督署，公共職業安定所，雇用均等室�

法違反に対する指導・監督等�

あっせん委員（学識経験�

者）によるあっせん・あ�

っせん案の提示�

都道府県（労�

政主管事務所，�

労働委員会等），�

労使団体にお�

ける相談窓口�

都道府県労働局長による�

助言・指導�

総合労働相談コーナー�

企業�

労働者� 事業主�紛争�

企業内における自主的解決�

連
　
携�

図６　個別労働紛争解決促進制度の概要�



束される｡ 以上のうちでは, あっせんが利用され

ることが多い｡

なお, 個別労働紛争解決促進法の制定後, 都道

府県労働委員会の中には, 個別紛争のあっせんを

行うものが多くなっている (同法 20 条)｡

2 私的解決システム

日本の労働者は, 労働協約に苦情処理手続が設

けられている場合でも, それを利用することは少

ない｡ 日本では, 紛争が発生した後に解決するよ

りも, 上述したように, 上司との相談や労使協議

により紛争を防止したり, 長期雇用と年功賃金シ

ステムのもとで, 紛争の発生が抑制されたりして

きたのである｡ こうした紛争防止メカニズムの機

能は弱くなってきているとみられるが, 使用者も

労働組合も, 新たな私的紛争解決システムを構築

することにはまだ成功していないようである｡

アメリカ合衆国とは異なり, 日本には, 労働協

約上のものであれ個別契約上のものであれ, 私的

仲裁の伝統はない｡ 平成 15 年には新仲裁法が制

定されたが, 使用者と個別労働者の個別紛争に係

る仲裁合意は, 当分の間無効とされている (同法

附則 4条)6)｡

Ｂ 労働紛争の解決手続

1 主要なシステムにおける手続の進め方

ａ 通常訴訟と労働審判 裁判所における通常

訴訟は, 原告が訴状を提出して訴えを提起するこ

とにより開始される｡ 被告が争う場合, 弁論準備

手続等における争点や証拠の整理を経て, 証拠調

べがなされ, それに基づいて判決が下される7)｡

それまでの間に和解がなされることも少なくない｡

仮処分手続は, より簡易迅速なものである｡

これに対して, 労働審判手続は, 3 回以内の期

日における審理に基づいて審判が下される｡ 申立

人が地方裁判所に審判の申立てを行うと, 裁判所

は労働審判官と審判員 2名からなる労働審判委員

会を指名する (労働審判法 7条～10 条)｡ 手続のイ

メージとしては, 第 1回期日では, 争点・証拠の

整理と書証の取り調べなどがなされ, 第 2回期日

は, 証人等の取り調べが主たる内容となる｡ 第 3

回期日では, 補充的な証拠調べの他, それまでの

審理に基づく調停の試みが中心になると予想され

る｡

調停が成立しなかった場合, 労働審判委員会は,

口頭で, または書面により解決案 (審判) を定め

る (20 条)｡ 両当事者とも審判に異議がない場合

には審判は確定するが, 異議が申し立てられた場

合は, 審判申立ての時点で通常訴訟が提起された

ものとみなされる (22 条｡ ただし, 記録が自動的

に引き継がれるわけではない)｡ 事件が複雑である

などの理由で労働審判に適さない場合, 審判委員

会は, 審判を行わずに手続を終了させることがで

きる (24 条｡ その場合も事件は訴訟に移行する)｡

ｂ 個別労働紛争解決促進制度におけるあっせん

個別労働紛争解決促進制度において, 募集・採用

を除く個別紛争につきあっせんが申し立てられた

場合, 都道府県労働局長は, 必要と認めたときに,

紛争調整委員会にあっせんを委任する (個別労働

紛争解決促進法 5 条)｡ 紛争調整委員会の会長は 3

名のあっせん委員を指名し, 同委員 (そのうち 1

名がこれに当たることも多い) があっせんを行う

(12 条 1 項)｡

あっせん委員は, 各当事者の主張の要点を確か

め, 実態に即した合意による解決がなされるよう

に努める (12 条 2 項)｡ また, あっせん委員は,

紛争当事者から意見を聴く他, 必要に応じて参考

人から事情を聴取するなどして, 全員一致により

あっせん案を作成し, 当事者に提示することがで

きる (13 条)｡ 相手方が手続に参加する意思がな

い場合や, 当事者間の意見の隔たりが大きい場合

など, 紛争解決の見込みがない場合には, あっせ

ん委員は手続を打ち切ることができる (15 条, 同

法施行規則 12 条 1 項)｡

ｃ 労働委員会の不当労働行為審査手続 不当労

働行為があったとして労働組合や労働者から申立

てがなされると, 労働委員会は, 調査や審問等の

審査手続により, 不当労働行為の成否を判定する｡

これにより不当労働行為の成立が認められた場合

には, 労働委員会は救済命令を発し, 認められな

かった場合には棄却命令を発する｡ 通常の場合,

労働委員会は, 和解により事件を解決することを

重視しており, 和解の試みに当たっては, 公労使

の三者構成であることを生かして, 労使の参与委

員が大きな役割を果たしている｡
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2 事件処理に要する時間

ａ 裁判所 かつては, 裁判所における労働

事件訴訟は長期間を要するものであった｡ 昭和

59 年の時点で, 労働事件の通常民事訴訟手続に

おける事件処理の平均期間は 22.9カ月であった8)｡

しかしながら, 事件処理の速度はその後の 20 年

間で相当に改善された｡ 平成 16 年においては,

事件処理の平均期間は 11.0 カ月になっている9)｡

これは, 民事訴訟法の改正や手続の運用の他, 迅

速な処理が可能な個別紛争の増加も背景となって

いるであろう｡ 仮処分手続の場合はより迅速であ

り, 6 カ月以内で事件が終了することが大部分の

ようである｡

しかし, なお手続を迅速化すべきであるとの指

摘があり, そこで, 平成 13 年の司法制度改革審

議会意見書では, 労働事件の処理期間を半減する

ことを目指すと述べられている｡ また, 労働審判

法のもとでは, 労働審判委員会は, 3 回以内の期

日で審理を終了することとされている｡ 同法は平

成 18 年 4 月より施行されるので, 紛争解決のス

ピードはより速くなることが期待される｡

ｂ 個別労働紛争解決促進制度 個別労働紛争

解決促進法による行政的紛争解決手続はかなり迅

速に行われている｡ 平成 16 年においてあっせん

の申立てがなされた事件のうち, 66.4％は 1カ月

以内に終了しており, 2 カ月以内に 92.9％が終了

している｡ ただし, それらのうち約半分は, 当事

者があっせんに参加することを拒否したことなど

により, 手続が不開始または打ち切りとなったも

のである｡ 都道府県労働局長による助言･指導の

手続に関しては, 93.9％が 1カ月以内に終了をみ

ている｡ また, 申立てのあった事件のうち, 94.7

％において, 労働局長の助言・指導がなされてい

る10)｡

ｃ 労働委員会の不当労働行為審査手続 労働委

員会は, 事件処理の遅延につき長い間批判を受け

てきた｡ 都道府県労働委員会における不当労働行

為の審査には, 約 3年を要している (平成 16 年で

は 906 日であった)｡ 中央労働委員会の場合は, 平

均でおよそ 4年間に及ぶ(平成16年では1539日)11)｡

こうした事件処理の遅延は, 人事考課を通じた少

数組合員の集団的差別や JR 関係事件など, 複雑

な事件の増加による面もあるが, 争点や証拠の整

理が不十分であるため審問が長期化することも,

遅延の主要な要因として挙げられていた｡

そこで, 平成 16 年には労働組合法の改正がな

され, 労働委員会は, 各事件における争点や証人

尋問の予定等を記載した審査計画を策定すること

等を義務づけられ (27 条の 6), また, 各労働委

員会において審査期間の目標の設定が義務づけら

れるに至った (27 条の 18)｡ その他, 審査の充実

を図るため, 証人出頭命令や物件提出命令の制度

も創設された (27 条の 7)｡ まだ改正法が施行さ

れて間もないため, 改正が実際上も効果を挙げて

いるかどうかは今後の検証に委ねられるが, 中央

労働委員会において自ら見聞する限りでは, 事件

処理の迅速化は現に進んでいるように感じられる｡

3 労働紛争解決システムとしての特性

ａ 利用のしやすさ：コスト・場所・時間 個々

の労働者は, 紛争解決手続のコストが高ければ,

それを利用するのを躊躇するであろう｡ ここでの

コストとは, 裁判所等に納付する訴訟費用のみな

らず, 弁護士費用なども含まれる｡ そのため, 日

本においても, 労働紛争解決システムは, 正式の

訴訟手続よりも簡単でコストの安いものとなる｡

たとえば, 個別労働紛争解決促進法の下での相

談, 助言・指導およびあっせんは, いずれも無料

であり, 手続も簡易である｡ 特に相談・情報提供

は, 全国の約 300 カ所 (都道府県労働局や労働基準

監督署など) で提供されている (他方, 裁判所の本

庁は 50 カ所である)｡ また, 労働審判手続は, 地

方裁判所における手続ではあるが, 手続が迅速で

ある点と手続費用が安い (通常訴訟の約半分) 点

で, 通常訴訟よりも利用しやすいものである｡

ｂ 自主的解決のための調整的手法 使用者と

労働者は継続的かつ人的な関係にあるので, 労働

紛争は, 可能な限り, 第 3者による一方的な裁定

よりも, 当事者間の合意に基づく解決が望ましい｡

労働組合と使用者間の紛争についても同様のこと

がいえる｡ そこで, 労働紛争の解決システムは,

しばしば, 当事者の合意を促進することに重点を

置いたものとなる｡

たとえば, 労働審判手続においては, 審判委員

会は随時調停を試みることができるものとされて
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いる｡ 通常訴訟手続においても, 裁判所は実際上

和解による解決を重要視している｡ また, 行政的

システムでも, 個別労働紛争解決促進法は, 助言・

指導やあっせんなど, 調整的な解決手法のみを採

用している｡ 労働委員会は, 労働争議についてあっ

せん・調停・仲裁の権限をもつほか, 不当労働行

為事件においても, 命令よりは和解の方が労使関

係にとって有益な紛争解決手法であることについ

てはおおむね共通の理解が存在する｡ そこで, 平

成 16 年の労組法改正において, 労働委員会の和

解の権限と手続について明文の規定が置かれるに

至った (27 条の 14)｡

ｃ 労使の参加 日本においても, 労働関係

における専門的知識経験をもつ者が, 労働紛争の

解決手続に参画することがある｡ これは, そのよ

うな専門家は, 職場の実態に詳しく, その専門的

知識経験は, 事件についての判定や和解の促進に

ついても有用だからである12)｡ かくして, 労働委

員会は, 三者構成の長い伝統をもっている｡ 労働

委員会の不当労働行為審査手続では, 労働者側お

よび使用者側を代表する委員 (労組法 19 条 1 項)

が審問に参与したうえ, 公益委員が行う判定の前

に意見を述べる (27 条の 12 第 2 項)｡ また, 三者

構成の価値は, 労使各側委員が当事者を説得して

和解を促進する場面においてとりわけ大きく現れ

る｡ 労働関係調整法のもとでの労働争議のあっせ

んや調停においても, こうした労使の委員のスキ

ルが発揮されている｡

さらに, 労働審判手続においては, 労使の専門

家 2名が労働審判委員となり, 職業裁判官ととも

に審理に加わり, 合議により審判の評決を行う｡

しかしながら, ここでの専門家の参加は, 労働委

員会におけるそれとは意味が異なる面がある｡ 労

使の専門家はここでもその知識経験を生かすこと

が要請されており, 事実認定や判断, あるいは調

停の試みなどにおいてその意味は大きいといえる

が, 彼 (彼女) らは中立公正な立場から審判を行

うべきものとされているのである (労働審判法 9

条 1 項)｡ また, 労使の参加は, 当事者が日常的

に接している者と同様の立場にある者が手続に関

与するという点で, 労働審判制度をより親しみや

すく, かつ信頼しやすいイメージのものにするで

あろう｡

加えて, 労働紛争の司法的な解決の場において

労使が参加することは, 職場に有益なフィードバッ

クをもたらすことが期待されている｡ そうした労

使の専門家が, 法的ルールの適用により紛争を解

決することに慣れれば, 職場における紛争につい

ても同様の解決を行い, あるいは, 職場において

法的ルールをより意識することによって, 紛争を

予防するようになると考えられるからである｡

Ⅳ システムの評価と将来の展望

Ａ システムの評価

最近に至るまで, 日本の労働紛争解決システム

は集団紛争に焦点を当ててきた｡ すなわち, 労働

委員会は, 不当労働行為の審査と労働争議の調整

において大きな役割を果たしてきたが, 他方で,

審査の遅延について厳しい批判を受けてきた｡ よ

り重要なことに, 個別紛争については, 労働法上

特別のシステムはなく, 通常裁判所がその解決権

限を有していたが, 手続に要する時間やコストの

点で必ずしも利用しやすいものではなかった｡

しかしながら, 個別紛争の増加する中で, 司法

システムにおいても行政システムにおいても, 新

たな個別紛争解決制度が導入されることになった｡

労働審判制度と個別労働紛争解決促進制度である｡

いずれのシステムも個別紛争を対象としており,

迅速でかつ利用しやすいものである｡ また, 不当

労働行為の審査手続についても, 労組法の改正が

なされたので, 日本の労働法における紛争解決シ

ステムは, 個別紛争と集団紛争の両面にわたって,

相当に改善されたものと評価することができる

(これらシステムの全体像については図 7参照)｡

もっとも, これらのシステムが導入されたのは,

ごく最近である｡ 個別労働紛争解決制度は 平成

13 年 10 月から運用を開始したものであり, 改正

労組法が施行されたのは平成 17 年 1 月である｡

労働審判制度は平成 18 年 4 月から実施される｡

それゆえ, これら新たなシステムの成功は, 将来

における運用如何にかかっている｡
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Ｂ 将来の展望

まず, 将来におけるこれら紛争解決システムの

成功にとって鍵となるファクターの一つは, シス

テムにかかわる人的資源の質と量である｡ とりわ

け, 労働審判制度における審判員は極めて重要な

役割を果たすものであり, 適切な知識経験をもつ

人々を選任することが必要である｡ また, 労働審

判員については, 手続に関与する意味や労働法の

基本的知識, あるいは中立公正であることの意味

について研修を行うことも重要である13)｡ 加えて,

裁判官 (労働審判官) や弁護士も, 新たな手続に

つき準備を進める必要がある｡ たとえば, 労働審

判手続では, 従来の訴訟手続におけるように大量

の書面を交換することは迅速な手続の進行とは調

和しないので, 口頭での審理がより重要になるか

らである｡

次に, 日本においては, 個別労働紛争の解決シ

ステムとして, 司法上の労働審判制度と行政上の

個別労働紛争解決促進制度という二つの主要なシ

ステムが用意されることとなったので, 両者の関

係が問題となる｡ すなわち, 両者は競争関係に立

つのか, あるいは何らかの棲み分けがなされるの

かである (両者の連携が考えられることはいうまで

もない)｡ この点については, 少額で単純な紛争

の当事者は行政システムを利用することが多くな

ると予想される｡ 行政上のシステムは無料であり,

また, とりわけ, 少額で強制的な解決までは求め

ない紛争については, 総合労働相談コーナーを訪

れた相談者が助言･指導やあっせん手続に進むこ

とが少なくないものと予想されるからである｡

他方, 労働審判手続は, 審判に異議が申し立て

られた場合には通常訴訟に移行するものであり,

また, 代理人として弁護士が必要になる場合が多

くなると考えられる｡ したがって, 上記のような

場合よりも係争利益が大きい紛争につき, 迅速だ

が強力な解決を求める当事者は, 労働審判手続を

利用することが予想される｡ そのため, 解雇事件

のような典型的な労働紛争については, 労働審判

制度が主要な解決システムとなるであろう｡ 他方,

集団的な解雇や差別事件のようにより複雑な紛争

は, 通常訴訟手続が当初から利用されるであろう｡

裁判所の通常訴訟手続は, 利用される件数は少な

いかもしれないが, 職場のルールを設定するもの

として重要な役割を果たし続けると思われる｡ 集

団紛争における労働委員会の役割についても同様

のことがいえる｡

最後に残された将来の課題は, 企業内の, また

は私的な労働紛争解決システムである14)｡ 日本の

使用者は従来, 紛争の事後的な解決よりも, 労使
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協議などを通じた事前の予防を重視してきたが,

上記のように, 紛争の予防メカニズムは弱まって

きているように思われる｡ 労働者が公的な紛争解

決システムをより容易に利用できることを認識す

るようになると, 使用者としては, 紛争が外部に

出る前に, あるいは不満が紛争に転化する前に組

織内で解決しようと考えるかもしれない｡ こうし

た現象はアメリカ合衆国において実際に起こって

おり, 企業内苦情処理手続や個別契約上の仲裁な

どのADR (裁判外紛争解決制度) の発展をもたら

した15)｡ 日本では, 企業内紛争解決システムの設

計や私的仲裁についてあまり議論がなされていな

いが, 将来的には重要な問題になるであろう16)｡
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